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紛争地域における子どもの権利の状況について

－いのちと未来を蝕 まれるパ レスチナの子どもたち一

大 河 内 秀 人 （（N ）パレスチナ子どものキャンペーン常務理事）

私は国 際協力N G O のス タ ッフと して、紛争地 と して は主にカ ンボ

ジア、パ レスチナ、ルワンダへの支援活動に関わってきた。国家間

の紛争、民族間の紛争など、その背景 によって社会的条件は異なる

ものの、戦争でもっとも被害を受けるのは、つねに子どもだ。就学

の機会や医療へのアクセスを奪われることはもちろん、幼児期に

「 人が殺される」現場を目の当たりにした心の傷は深い。

現在も世界各地で紛争は絶えないが、ここではまずパレスチナの

子どもたちの状況について報告する。パ レスチナとイスラ工ルの紛

争自体 に関 して、 宗教 や民族 の 「対 立」 と信 じてい る人は多 い。 し

かし現実は、国連決議による土地の分割とイスラ工ルの一方的な建

国に端を発 し、いま だ国家 を持 たないパ レス チナ 「地 区」 を、 アメ

リカの支援を受けた圧倒的な軍事力を持つイスラ工ルが占領支配 し

ている 。細 かい こ とは割 愛す るが 、土 地 と 自由を奪 われ 、 困窮 し、

尊厳を傷つけられた人々の極端な抵抗が「自爆テロ」として大々的

に報 じられ てい る。 この 「自爆テ ロ」の実 行犯 が今 や少 年少 女 にま

で及ん でいる ことに、子 どもの人権の見 地か ら注目 して も らいた い。

1 9 8 7 年 に始 ま った 、イ ンテフ ァータ と呼 ばれるパ レスチ ナの抵

抗運動は、「軍隊に向かって石を投げる子ども」をシンボルに伝え

られた。軍事占領下で若いイスラ工ル兵に機関銃の先で小突かれ、

身体検査をされ、無抵抗に連行される大人たちを見てきた少年が石

を投げる。上手く逃げ帰れば英雄、撃たれて死ねば殉教者だ。昔、

カンボジア難民キ ャンプで生まれた子どもが、援助で暮 らす親の働

く姿を見たことがないことが問題だといわれたが、父親の権威が高

いアラブ社会 に おいて 、子 どもが 「主役 」 にな らざるを 得な いス ト

レス は大 きい。

外 出禁止 令が 出れば 、子 どもが高 熱 を出 しても薬 を買 いに行 くこ

ともできない。救急車さえも足止めされ、妊婦や胎児、赤子が死亡

する。適切な医療を受けられないため、感染症や中胃炎から難聴や

失聴にいたるケースも多 く、兵隊の制止が聞こえず射殺された子ど

ももいる。容赦のない家屋破壊で、逃げ遅れた障害児がブル ドーザ

ーによって生き埋めにされた。

テロ対策 （報復）の攻撃で、子どもを狙 ったものも目に付 く。自

爆テロでイスラエルの子どもが犠牲になると、報復攻撃ではパレス

チナ人の子どもがそれ以上に死なないと、世論が納得 しないとも言

われる。昨年、私の N G O のスタッフも近くの路上にいて軽傷を負っ

たが、ガザのある建物が爆撃された。救助や安否を気遣う人などが

集ま った の を見計 らうよ う に、 2 発 目の ミサ イル が撃 ち込 まれ た。

ちょうど学校の下校時間で、子どもたちも犠牲になった。

い まやパ レスチ ナで は、男女 にか かわ らず 「コマ ン ド」 や 「殉 教

者」 に な りた い と言 う子 ど もた ち は少 な くな い 。事 情 を 矢口らな い

人々 は、宗教 を含め その よ うな教 育 を して いるか らだ と思 うか も し

れない 。ご く一 部 にその よ うな セク トがあ る ことは確 かだ 。国家 を

持たないだけに、「民族」の存続と誇 りを維持することへの思いも

強い。 しかし、大多数の大人は、当然の事であるが、自分の子ども

にその よ うな こと は望まな い。石 を投 げに行 く子 ども を見 て、母 親

たちは本当に心配し、心を痛めている。

オス ロ合意 によ り暫定 自治が スター トした後の 数年 間、束 の 間な

がら希望はあった。そのころ子どもたちに、将来の夢や日常の楽 し

いことの絵 を描 いて も らった ら、明 る く前 向きな 絵が た くさん集 ま

つた。 10 数年前、かつての占領時代 に、パ レスチナの子どもの描

いた戦争の絵の暗さに愕然とした経験があるが、おそ らく今はまた

戻って しま っただ ろう。

人間抜いされず、理不尽に殺されていく姿を見てきた子どもたち。

未来に希望を描けない子どもたち。自分の命を投げ捨てて、次の世

代に 「民族の 自立」 を託 して い こうとい う子 どもた ち。

一 人 一人 の思 い がど こか ら来 る もの かを しっか りと理 解す れ ば、

子どもたちの命と権利を保証していくため、国際社会がなすべき責

任と可能性が見えてくる。
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国連子ども特別総会で

宣言された 10 の原則

2 0 0 2 年 5 月 8 日～ 1 0 日の 3 日間 、ニ ュー ヨー クの 匡Ⅰ連 本部 で

「 国連子ども特別総会」が開催された。その 目的は、（1）1 2 年前の

子どものための世界サミ ッ ト（ 1 9 9 0 年 9 月）で採択された 「子

どもの生存、保護および発達に関する世界宣言」と同宣言を実施

するための 「19 9 0 年代における行動計画」の実施状況を振 り返

り、（2 ）今 後 1 0 年 間 に子 ども た ちの ため に と るべ き行 動 につ い て

のコミ ッ トメ ン トと約 束 を新た にす る ことの 2 つ であ る。

特別総会は、最終日の午後 1 1時5 9 分、2 1世紀最初の 10 年間

の行動計画を含む成果文書「子どもにふさわ しい世界」 を採択 し

て閉幕 した。

成果文書は以下のような構成をとっている （以下、〔 〕内は成

果文書のパラグラフ番号）。

Ⅰ．宣言

Ⅲ．進 展 およ び得 られ た教訓 の振 り返 り

Ⅲ．行動計画

A ．子どもにふさわしい世界の創造

B ．目標、戦略および行動 （（a）健康的な生活の促進／（b ）良

質な教育の提供／（C）虐待、搾取および暴力からの保護／

（d ）H l V ／ エイ ズとの 闘 い）

C ．資源の動員

D ．フ ォロー ア ップの行 動 およ び評 価

「宣言」は、子どもの権利条約とその 2 つの選択議定書が「子

どもの保護および幸福な状態のための国際的な法的基準が包括的

に掲 げ られ てい る こと」 を認知］す る 〔4 〕 と とも に、「子 ども にふ

さわ しい世界」を築いていくための行動の原則として以下の 10 項

目を掲げた。

（1）子ども最優先

（2 ）貧困の根絶 ：子どもへの投資

（3 ）子 ども をひ とりと しこ 差別 しな い

（4 ）すべての子 どものケア

（5 ）すべての子 どもに教育を

（6 ）被害と搾取から子どもを保護する

（7 ）子どもを戦争か ら保護する

（8 ）H l V ／エ イズ との 闘 い

（9 ）子どもの声に司を傾け、その参

加を確保する
国 連

（10 ）子 どもの ため に地球 を守 る

これ は、 ユ ニセ フ と 5 つ の 国際 N G O が主 導 して特 別 総 会 に向

けて展 開さ れて きた 「子 ども のた めの グロー バル・ ムー ブメ ン ト」

で掲げられた 1 0 項目の課題とほぼ同一である。グローバル・ ムー

ぱ ントの呼びかけに対 し、特別総会までに世界中で 9 5 0 0 万人

子どもの権 利 条約 案 62 号・ 200 2年 6 月2 0 日号

平 野 裕 二 （N C R C 運営委員）

の署名が集ま った。特別総会に参加 した約 18 0 か国の政府のみな

らず 、 1億 人 近 い人 々 が この 諸 原則 を守 って い こ う と約 束 した こ

とにな る。

成果文書が採択されるまでには、子 どもの権利条約の位置づけ、

思春期の子 どもの リプロタクティブヘルス （性 と生殖に関わる健

康） な ど い くつ かの 争 点 をめ ぐり、 と くに ア メ リカ と E U （欧州

連合）諸国とのあいだで激 しい対立が繰 り広げられた。そのため、

これ らの点については表現が相当に後退 した部分もある。

そ れ で も成 果 文書 は、（a ）と りく み対 象 と して 掲 げ る分 野 、（b ）

とりくみ対象とすべき年齢層、（C）子どもの権利保障のためのパー

トナ ー シ ップ とい う 3 つ の 点で 、 1 9 9 0 年 の 宣言・ 行 動計 画 よ り

もはるかに総 合的なものにな った。と りわけ、思春期の青少年

（ a d o le s c e n t）の ニ ーズ に は っき りと 焦点 が当 て られ る よ うにな

つた こ と、 子 ども お よび 思 春期 の 青少 年 と のパ ー トナー シ ップが

強調された こと〔3 2 〕は重要である。

また、子 どもの権利条約等の末批准 国に対 しては早期批准が、

締約国に対 しては条約上の義務の全面的実施が促された 〔2 9 〕。

さらに、（a ）子 どもの権利を充足・ 保護するための立法上・ 政策

上・財政上の措置、（b）子どもオンブズパー ソンのよ うな国内機関

の設置または強化、（C）モニタリンク・評価システムの発展、（d ）

子どもの権利に関する意識・理解の促進も求められている 〔3 1〕。

ユニセ フ を軸 と して 敷 かれ た行 動 計画 の モ ニ タ リ ンク体 制 〔6 1〕

も相 応 に強 力 であ り、 国連・ 子 ども の権 利 委 員会 によ るモ ニ タ リ

ングを有 効 に補完 する こ とが可 能 にな ろ う。

成果文書にもとづき、各国は2 0 0 3 年末までに国別行動計画を

策定・ 実施するよ う求め られている 〔5 9 〕。世界 は、成果文書の

採択を通 じ、「子どものために、かつ子どもとともに世界を変えて

いく決意」を表明 した 〔 3 〕。「子 どもの声 に耳を傾け、その参加

を確 保す る」 こ とを、 これ 以上 な いが しろにす る こと はで きない 。

＊成果文書の抄訳を含む詳細は、子どもの人権連 イいんふおめ－

し ょん 子 ども の 人権 連 』 8 0 胃 （2 0 0 2 年 6 月 号）、 ク レ ヨ ン

ハウス『月刊子ども論』 2 0 0 2 年8 月号など参照。

子ど も フ ォ ー ラ ム報 告 会 の よ うす



国連子ども特別総会における子ども参加

～私 たちにふ さわ しい世界を～

「私たちは世界の子どもです。私たちは搾取と虐待の被害者です。

私た ちはス トリー トチル ドレンで す。私 たち は戦争 下の子 ども たち

です。私たちは卜‖∨／A ID S の被害者であ り孤児です。私たちは良質

の教育と保健ケアを否定されています。私たちは政治的、経済的、

文化的、宗教的および環境的な差別の被害者です。私たちは声を聞

いて も らえ ない子 どもで す。そ ろそ ろ私 たちの声 を考 慮 しても らわ

ねばな りません。」

2 0 0 2 年 5 月8 日か ら 1 0 日まで 、 ニ ュー ヨークの 国連 本部 にて 、

国連子ども特別総会が開催されました。 19 9 0 年に行われた 「子ど

もの ための世 界サ ミ ッ ト」 の フ ォローア ップ と今 後の取 り組 み につ

い て協議 する こ とが主 な 目的で す。 7 0 ケ国 に もおよ ぶ世 界の 主導

者たち、そ して三千人近い N G O 関係者が集い、そのうちの 1人とし

て参加する機会を得ました。

この特別 総会の 、最も 注目すべ き ことはや は り3 7 4 名にお よぶ子

ども た ちが 参加 した こ とで し ょう。（1 3 2 ケ 国の 政 府代 表 団 か ら

2 3 9 名 、N G O か ら 1 3 5 名 、日本 か らは4 名が参 加）。子 ども たちは

総会 に先 立 つ5 日か ら7 日ま で、 子 どもの みの 話 し合 いの場 で ある

「チル ドレンズ・ フ ォー ラム」 に参 カロ、冒 頭 に紹介 したメ ッセ ー ジ

「私 たち にふ さわ しい 世界 を」 を創 りあげ ま した。 この メ ッセー ジ

は13才 と 1 7 才の少女により国連総会で発表されましたが、総会の

場で子 どもがス ピーチする のは初め ての ことで した 。

メ ッセ ー ジのタ イ トル は 「子 ど もた ち に」 で はな く 「私た ち に」

ふさわ しい世界 を、 とな ってい る ことに お気づ きで しょう。 これ に

は：理由が ある よ うです 。「私 た ち にふさ わ しい世 界 はすべ ての 人 に

ふさ わ しい世界 だ か ら」、そ う述 べ てい ます 。子 ど もと お となの 問

題は、 どち らか に分 けて考 える こ とはでき ない 、同 じ世 界 に住む も

のと してパー トナー シ ップでや ってい こ う、と言 います 。 また、環

境については「天然資源が保全・回復」されると書かれてあること

からは、「私た ち に」 の 中 に人 間だ けで はな い、 自然 や動 物の こ と

も配 慮されて いると考 える ことができ るの ではな いで し ょうか。

総 会 で は、チル ドレンズ・ フ ォー ラムの 報告 会 も行 われ ま した。

子ども による話 し合 いと 、メ ッセー ジの解説 と ともにあ るデモ ンス

トレーシ ョンを三人の子 ど もた ちが行 ないま した。

おとな 2 人が 3 片に破れた紙を持 っています。その紙にはなにか

描かれて います。「こ うすれ ばい いんだ」「い いやそ う じゃない 、 こ

うだ」「それ じやあうま くいかない」 どうや ら3 片 を どうにかす る と

元の 形 に戻 る よ うで す。 2 人 は言 い争 ってい て、 い っこ うに元の 形

には戻 りません 。そ こに子 どもが登場 します 。「ね え僕 にや らせ て。」

「 子 ども はだ ま って ろ ！」 子 ども がア イデ ィア をだ そ うと して もお

となは全 く聞き入 れ ません 。 しば らくその や りと りが続 き ま した。

「 こうすれば いいんだ よ ！」子 ども が紙を取 り組み合 わせ ると、 3 片
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安 部 芳 絵 （早稲田大学大学院生）

が見事に一致。そこには地球が現れました。

「これが子ども参加です」彼らは言います。子どもが参加するこ

とで、問王琶解決のための新 しい視点が見出せるかもしれない、そん

な可能性 をわか りやす く教えて くれま した。

「私たちは問題の根源ではありません一私たちは問題解決のため

に必要な資源です。私たちは支出ではありません一私達は投資です。

私たちは単なる若者ではありません一私たちはこの世界の人間であ

り、市民です」メッセージは続きます。「みなさんは私たちを未来

と呼びます。けれども私たちは現在でもあるのです。」子どもたち

の時は 「未来」 だ けで はあ りません 。子 どもた ちは おとな と同 じよ

うに 「現 在」 を生 きてい るの です。 その ［現在」 を も っと楽 しくす

るため にはや は り子 ど もたち 自身が 声をあ げ 、行 動 して行 くチ ャン

スが大 切なの ではな いで しょうか。

日本でも2 0 0 3 年までに国内行動計画の策定がなされます。子ど

もが参加 して策 定で きる よ う働 きか けて行 く ことが必要 とな って き

ます。（終 り）

※「私たちにふさわしい世界を」はN C R C ホームページで全文をご

覧になれます。

子ども フ ォ ー ラ ム

横浜会 詳報告会のための
子ど もた ち の 話 しあ い

子 どもの権
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●子どもの権利条約ネッ トワーク主催

2 0 0 2 年虚業 1 回セミナー、無事終了 ナナ

（2 0 0 2 年5 月 1 7 日（金）、18 ：3 0 －2 1：0 0 、於 ：国立オ リンピック記念青少年総合センター）

本 ニュース レターの2 －3 ペー ジに掲載 されている国連子 ども特別総会 の報告な どを行 った第 1 回 目のセ ミナーは、大盛況

の中無事終了 しま した。

当 日に使 われた資料の一部 を、子 どもの権 利条約ネ ッ トワークホームペ ージ に詳細 に掲 載 しま したの で、興味の ある方は

是非ご覧下さい。

☆ チ ル ドレン ズフ ォー ラム・ メ 、ソセー ジ 「私 た ち にふ さわ しい 世界 を」

（ h t t p ：／／w w w 6 ．o c n ．n e ．i p ／ ‾ n c「 c ／e v e － 2 0 0 2 s e m il ＿ 1 ．h t m ）

☆ 日本 政府 の提出 した政府選択議定書 1・ 2
（ h t t p ：／／w w w 6 ．o c n ．n e ．j p ／‾ n c「 c ／e v e ＿2 0 0 2 s e 一山 1 ＿2 ．h t m ）

第 1回セミナー に参加 して

「ここ 1 0 年 余 りの子 ど もの権 利 を守 ろ うとい う各 国の動

きは充分 でな く、子 ども達 に と って は失 われ た 1 0 年 とな っ

た。 国連は この事実 を “破 られた 約束” とい う言葉 で総括 し

た」 という旨の報告 が平野氏 か ら出 された。

“破 られた 約束” ・悲 しい響 き。世 界中 には 日本の よ

うな豊 かな国 がある と同時 に、生 きて いく ことす らままな ら

ない 国が多 く存 在す る。我 々が当 た り前 だと思 いがち な “生

きる こと”さ えも叶 え られ ない大人 、そ して子 どもが大 勢い

るとい うこ とだ。 1 0 年 とい う時 間の 中で待 ち 続 けた子 ども

達が いたのだ と実感 し、その 時問の 長さ と約束の 重さ を改め

て考えた 。

けれ ども、今 回は子 ども が飾 りと して ではな く一人の 参加

者と して関わ った、 とい う話 を聞 いた時 にはホ ッと した。ま

だまだ 問題は多 いだ ろ うが “子 ども” というもの が認 め られ

〓
－
－】

■

●■ 誹 柳 田 正 芳 （大学生／19歳）

て きたとい うことだろ う。次の 1 0 年 こそはその子 どもが本当

にハ ッピーになれるよ うに約束 を守るべき時な んだろ うな。

2 0 0 2年「チどもの百チャイル ドライン」

全 国 キ ャンペー ン

加 藤 志 保 （N P O 法人チャイルドライン支援センター事務局長）

「2 4 時間 フ リータイ ヤ ル、 子 どもた ちが 時 間とお 金 を気

にす るこ とな く、か け られる電 話 をプ レゼ ン ト」 これが 、 3

回目となる『子 どもの 日チ ャイル ドライ ン』のテーマ で した。

2 0 0 0 年、2 0 0 1年 に続 き、子供 の 日の 全国キ ャンペー ン

として定着 して きた今 年の 「子 どもの 日チ ャイル ドライ ン」

は2 4 都府県4 0 団体の参 カロで実 施され ま した。子 どもの 日を

含み数 日間に渡 って実施 され るこのキ ャンペ ー ン期 間中 、特

ぱ
月5 日 1 0 時 か ら6 日 1 0 時 の2 4 時 間は 、（株 ） 日本 ケ ロ

子どもの権 利 条 約 第62 号・ 200 2年 6 月20 日号

ツグ社 の全面 的 な協力 で フ リー ダイ ヤルが 実現 しま した。 5

月5 日 10 時～6 日 1 0 時の2 4 時間、 フ リー タイ ヤル と団体の

個別番号 と両方 で電話 を受 けたの は3 2 団体 5 1 回線 、また 団

体の個別 番号 で受 けたのは 5 団体8 回線で子 どもの声を受 け、

それ らを合わせ 2 1 6 2 件の ア クセスが あ りま した。 現在、集

計結果の 取 りまとめ 中です が、その 中 か らい くつか のデー タ

を紹 介 します。



盛5 月5 日の結果か ら

5 月5 日 10 時～ 6 日 1 0 時 の2 4 時 間を 3 7 団 体で の総 件数

は2 16 2 件 にな りま した 。昨年の子 ども の 日が2 4 時間3 1 団

体で受 け 1 9 1 3 件 でi転った こと と比較 して、 2 5 0 件増 とな

ります。無 言件数 は昨 年同様 4 割 を 占めて います 。語 り出せ

ない子 どもた ち、 どん な人 が向 こうに居 るのか 、わか らない

けれ どそれで もボタ ンを押 してみ たその 勇気が この数 字に表

れて い ます。 また 、「チ ャイル ドライ ンは子 どもの ため の電

話」、 その ため 昨年 はデ ータ をと らな か った大人 か らの 電話

は、今 年、全 体の約 1割 に及 びま した。 あ くまで子 ど もの電

話であ る ことを伝えつ つ、そ れで も これ だけの大 人が 電話を

する場所 を探 している こ と、そ して、そ のも とに置かれ た子

どもたちの姿 が浮かび上 が って きます 。

一方 でフ リーダ イヤル にも 係わ らず 昨年 か らの増 力ロ率 が 1

割増 し程 度に留 ま った こ とか ら、子 ども たち に届 く広報 がで

きていた だろうか、ポスターの 作 り方 、メデ ィアの報 道等の 、

検証が必 要で しょう。そ の上 で、子 ども たちが主役 の子 ども

の日、チ ャイル ドライ ンに電 話をせ ず に過 ごせ る子 どもたち

の姿 にも思いを寄せた いもので す。

蔭面 フ リーダイ ヤルの トラフ ィック調査結果 か ら

（N T T 調べ 5 月3 日か ら6 日）

N T T の 協力で 、フ リータイ ヤル に関す る トラフ ィック調

査を行 な いま した 。5 月 3 日か ら6 日の 結 果が 右表 にな りま

す。 これ らの うち 、 C ～ F はす べて 、電話 がつな が らなか っ

た件 数 にな り、 1 6 3 7 件 （5 2 ．6 ％ ） にの ぽ ります。 フ リー

タイ ヤル 実施時 間外 にア クセスの あ った7 1 0 件 （C ） には、

時間が決 ま ってい るこ とが 伝わ らなか った り、ある いは時 間

外と知 りつつ電話 がつなが るか ど うか試 して みた子 どもた ち

の姿 が うかが えます。

また 時間内 ではあ ったけれ ど途 中でつな が らかな った 件数

（D ）は5 7 0 件 に もの ぼ ります 。勇 気を 出 してか けた けれ ど

話中 にな って しま った 時の子 どもた ちの失 望を思 うと とても

胸が痛み ます。 さ らに電話を 呼び 出 してい る途中 で切 って し

まったもの（巨）が 2 9 2 件 あ りま した 。 これ だ けの子 ど もた

ちが、 つなが ること はできな か った けれ ど、チ ャイル ドライ

ンに電話 してみ ようと思い受話器 をと った ことがわか ります。

以上 の 「つなが らなか った電話」の数 は、潜在的な チャイル ド

ラインのニーズをよ く表わ して いると言えるで しょう。

最後 に、今 回の子 どもの 日の と り組 み について 、電話 を受

けた全 国 のチ ャイル ドライ ンか らの 感想 が寄 せ られ ま した。

フ リー ダ イヤル のた め北 海道 か ら干 葉へ 、山 梨 か ら大 阪へ 、

愛媛か ら広島へ、県境を越えた電話が入 り、地域を越えた子

どもたち に 目を向け る機会 にな ったと とも に、地域性 の違 い

が気 にな った り、ケ アシス テム に不 安を覚 えた 団体が 多 くあ

りま した 。その よ うな感 想、上 記の デー タ等を含 め、子 ども

の日の フ リータイ ヤルの 試み が残 したた くさんの 発見 と課題

こそが 、「子 ども に よ り身 近な 電話 」へ の ステ ップ にな る と

確信 しています 。

＊串＊串串＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊串＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊串串＊＊串＊＊串＊革命＊＊＊串＊＊＊＊

チ ャイル ドライ ン支援 セ ンター

鮒馴串原㊥Ⅶ舘脇㊥g 員内
＊＊＊＊＊＊串＊串＊串＊＊串串革命串串串串＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊傘＊＊＊傘＊＊串串串＊＊串＊串串＊串＊

◆「2 0 0 1年子 どもの 日チ ャイル ドライン実施報告書」

（2 0 0 1．1 0 ．A 4 版，12 8 頁）

毎年 実施 してい る 「子 どもの 日チ ャイル ドライ ン」 は全国一 斉 に

子ど もか らの 電話 を受 ける 日と して子 どもた ちに定 着 しつつあ りま

す。友 だちの こと、家族 の こと、 自分の こ となど、 その 日に チ ャイ

ルドラインに寄せられた子どもの声を紹介 した報告書です。各地の

チャイル ドライ ンを実施 する 団体か ら実施 の仕 方や スタ ッフの声 な

ども くまな く掲載 。 これ か らチ ャイ ル ドライ ンを作 ってみ よ うとい

う時に「すべてわかる」一冊です。

★ご希 望の方 には 2 0 0 0 年版 をセ ッ トで 進呈 します （2 0 0 1．1 0 ．

A 4 版，9 6 頁）

◆「子 どもと親 のほ っとガ イ ド2 0 0 2 」

（2 0 0 2 ．3 ．A 5 版，2 9 6 頁）

子どもや親が悩みを抱えた時に、安心 して相談できる全国の団体

の情報 を マ トメ タ ガイ ドブ ック です 。 2 0 0 2 年 改訂 版 で はさ ま ざ

まな分野から、さまざまな活動をする 3 2 6 団体を掲載 、ほかに全

国のチャイル ドライン、いのちの電話、子どもの権利相談をする弁

護士会もー覧で紹介 しています。

★ご希 望の 方 には 2 0 0 0 年版 を セ ッ トで 進呈 します ！（2 0 0 0 ．3 ．

A 4 版，14 4 頁）

◆「チ ャイル ドライン受け手初心者研 修の手引き」

（2 0 0 2 ．3 ．A 5 版．5 2 頁）

チ ャイル ドラ イ ンの 「受 け手」 に求 め られるも のは何 か、 電話の

受け手の「初心者研修」 はどのようなものであればよいか、全国ア

ンケ ー トをも とに、研 修の 組み立 てる 際の基 本的 な考 え方を整 ：理し

ました。

◆「チ ャイル ドライン・ ガイ ドライン 2 0 0 2 」

（2 0 0 2 ．3 ，A 5 版．2 8 頁）

全 国 各地 にチ ャ イル ドライ ンの 活 動 が広 が って い ます 。 そ れぞ

れ独 自の スタ イル を持 ちつ つ も 、同 じ 『チ ャイル ドラ イ ン』 と し

て活 動 す る うえ で ゆず れな い もの は 何 かを 確認 しあ うた め 、基 本

線をガ イ ドラ イ ン にま とめ ま した 。 活動 に関 わる す べ ての 方 に贈

る一冊 ！

※入手 ご希 望の方 は冊子 の種 類 と冊 数、送 り先 を添 えて チ ャイル ド

ラ イン支 援セ ンタ ー （T E L・F A X O 3 －3 4 3 7 －9 2 2 4 ある いは 、

C Ic e n te r＠n in u s．o c n．n e．jp） まで ご連絡 くだ さい 。

子ど もの権 利 条 約 第62 号・ 20 02年 6 月20 日号

』

2 0 0 2 年 2 0 0 1 年

総 件 数 2 1 6 2 1 0 0 ％ 1 9 1 3 1 0 0 ％

内 無 言 件 数 9 3 5 4 3 ．2 ％ 8 7 3 4 5 ．6 ％

内 大 人 件 数 2 0 5 9 ．4 ％

内　 訳 件 数 ％

A　 か か っ て き た 総 件 数 3 1 1 3 1 0 0 ．0

B 話 が で き た 件 数

（フ リー タイ ヤ ル ＋個 別 番 号 ）
1 4 7 6 4 7 ．4

C　 時 間 外 に か か っ て き た 件 数 7 1 0 2 3 ．0

D　 話 し中 で つ な が らな か った 件 数 5 7 0 1 8 ．3

E　 呼 び 出 し途 中 で 電 話 を 切 っ た 件 数 2 9 2 9 ．3

F そ の 他 の 理 由 で 通 話 が で き な か っ

た 件 数
6 5 2 ．ロ
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～子どもの権利条約ネ ッ トワークイベ ン ト報告集～

2 0 0 2 年虚 子 どもの日イベン ト

≪宙 竜 巻同 惨ヲ 〃ロ肋『 菅 8 ≫

⊥子 どもとおとなの境界線

2 0 0 2 年 5 月 6 日（月・休 日）午後 1時3 0 分～4 時3 0 分

国立オ リンピック記念青少年総合センター・センター棟5 0 1号室

企画運営 18 歳以下の子 ども達

主 催 子どもの権利条約ネッ トワーク

昨 年にひ きつづ き今年 も5 月 イベン トは 、企画 から運営 まで 、亨 どもた ちによ って行われ ました。 は じめにア イスブ レー

キングを行 った のち、5 つのテー マ＝ くヒ トを別 けてるものは何 ですか ？〉〈時代 を受 け継＜ 亨 どもたち〉 くお となは亨 ども

のころ持 っていた気持 ちを覚 えてい ますか ？〉 くち っち やい亨 ども、お っきい亨 ども〉〈子 どもはモれを求め ているの ？〉 ＝

にわかれて、亨 ども とお となが一緒 に話 し合 いを しました。

以 下は、企画 した亨 どもた ちによる報告です。

萱喜 子 ど も と し て そ し て 若 者 と し て

私 はN C R C の 5 月 イベ ン トの企 画 には2 回 目の 参カロで した 。子 ど

もの権利条約では最後の子どもの年。だか ら去年の話の時間配分を

失敗 して自分の話 したい ことを全ては話せなか った教訓を活かそ

う、有終の 美を飾 ろ う、そ う思 って ま した。

まず最初に僕のテーマの漢字は分別の別けるを選びました。人と

人に別れをもたらすもの って感 じで、どの漢字でも良かったんです

けどね。人 をカタ カナに してみた

り、普通 にや りた くなか ったもので ‥‥‥。

ところで、人に何かを話すとき、その時自分の伝えたい事を相手

に伝え る とい うケ ース が ある と思 います 。 この5 月 イベ ン トな どは

そうい うケ ースだ と思 って います。伝 える為 には 「な にを伝える か」

とい うテーマ 決め を しな けれ ばな りません 。話 そ うと思 った ら、今

日の朝 ごはん なんで した か ？とい うテー マでも いいん です。 今年の

サブテーマを 「境界線ってなんですか」と皆で決めたので、年齢で

呼び方が違って場所によって変わるもの、子ども・若者・おとなが

どこで ど う違 うか とい う事 を話 してみ た いと思 いま した。チ ラ シで

害いた とお りや っぱ りはっき りと答 えが 出たわ け じやない けど 自分

で終わ ってか ら考 えた こ とは、「人 間皆 一人 一人 違 うんだ か ら、 そ

んな呼 び方 を しな くて もい いん じやな いか ？」 って こ とです 。「違

うか ら呼び方 を変え てい る」 とい っても この多種 多様 化 とかグ ロー

バル化とか言われている中で一人一人違うんだからわざわざ分けな

くても いいん じやな いか と思い ます 。今 回はその 途中 違い をあげ る

ところで時 間を使 いす ぎてT im e  O v e rになってしまいました。そ

れは残念ですが、今回も楽 しかったです。

来て くれた 人も楽 しんで くれ たみ たいだ った 。また私 も成 長で き

た。 このイベ ン トには本当 に感 謝 して い ます。来 年は 当 日参 カロ者 と

して参加 したいです 。あ りがと うございま した。

』

子ど もの権 利条 約 第 62号・ 2 002 年 6 月20 日号

2 1世紀まで、人間は様々な問題に直面してきました。環境問題、

差別問題、紛争、民族・宗教問題、南北問題…。これらの多くは解

決され ることな く私達の世 代 に引 き継が れてき ま した。

大人 たち は この まま 、タラ タラ と問題 解決 を先送 りさ せて い くつ

もりな の ？ 押 し付け られた 子 ども達 はど う した ら良い の ？ とい

うことを考 えた く、話 し合 いを行 いま した 。

ま ずは大人・ 子 ども にわ かれ、 お互い に求 める こと、 自分 がやか

ている ことな ど自由に挙 げても らいま した 。

「 子 どもからの意見」

・ もち ろん、様々 な問題 を引き継 ぐのはイ ヤ

・子供は問題を背負 っていくからには、確かな教育と、情報を与え

てくれ る場 を作 ってほ しい。

・何を した らいい の ？

「 大人の意見」

・問5預を角牢決する ための一 歩 として、様 々な活動 を して いる

・ ボラ ンテ ィア活 動N G O とい った もの をも っと身近 なもの に してい

きたい

子 どもが求める

こと と、大 人 が し

たい と思 って い る

こと はつ なが って

いるよ うに思 い ま

した。ただ、大人

と子 ども と い う年

代の違いを超え、共に話 し合 う機会が無いという事が、お互いの溝

を作 っているの ではな いで しょうか。



子どもは大人から大きな影響を受けます。例えば小さな子どもに

とっては、白人・黒人、身分の違いなどを差別する感覚はあ りませ

ん。大人か ら差別の事実を聞かされことによって、初めて差別を意

識するの ではな いで しょうか。

大人はもちろん、子どもの差別の存在を教えねばな りません。差

別を促すのではなく、差別の無意味さた理不尽さを伝えねばなりま

せん。

しか し、大 人と子 どもの コ ミュニケ ー シ ョン不 足が この過 程 を難

しいもの に し、誤解 を生 じさせ ているの で はないで し ょうか。

その 意味で 、今 回のイベ ン トはとて も有意 義な まの であ った と思

います。このような機会がもっと増え、世代を超えて、共に考え、

行動 する ことができれ ばと思い ま した。

監甥＝淋 宍）㈱ 琳x辞き、首報告㍑ 確
‡令ヨ号 幸三 ‡￥Y ≡y 弐哉 告三城 鮮 x ′〉二油 井 ○￥ ′、 ＃

〈 おとなは子どものころ持 っていた
気持ちを覚えていますか ？〉

中本 裕 介 （高校2年生）

雲野 萌 （高校1年生）

「今 、僕 らが おとなへ 抱いて いる不 満 や疑 問、 つてお とな にな っ

た時 でも覚 えて いるもの なの かな ？」 苦 か ら引 っか か って いた この

疑問、答 えを出 せたのが この5 月イ ベン トで した。

当 日は頭 の中で イメー ジ したよ うには いきま せん で した が、め っ

たにな いお とな との真剣 ばデ ィス カ ッシ ョンが 出来 て、 ホン トにい

い経験が出来ました。

子 どもの 頃の気 持ち を持ち続 けな が ら成長 して いた り、子 どもの

頃の気 持ち を忘れ た くな い ！って いうお とな たち と話 せて 、本当 に

すば ら しい時間 を共 有出来 ま した。

初 参カロで やる こ と全 てが 新鮮 で した 。企画 も0 か らのス タ ー ト、

当日成功 しよ うが失 敗 しよ うが やる ことに意 義が ある ！まさ にその

通りだ った と思い ます。子 ども だけで作 りあ げた この企 画、 まさ に

今しか 出来な いす ば らしい青春 じやな い っす か ！ 参加 して くれた

おとなの方、子どもたちのみなぎるパワー、身をもって感 じれまし

たか ？

この企画を通 して出会えたたくさんの人、一緒に企画を立ち上げ

て来 た人、本 当にあ りがと う！！

夢㌍苧 …量

爪革表几抑

整

地垂

爪先講評員ハ蓄

宮
蔓

折り

くち っち ゃい子 ども 、お っきい子 ども〉

田森 紀 士 （子どもの権利条約ネットワーク、
董鎚 慧 慧 芸≡…≡芸≡≡…芸≡≡…≡■‾■■■■ ′l 7 1

去 年 に 引き 続 きこ のイ ベ ン トに企画 者 と して 参 加 した わ けで す

が、 実 は今 年 で 自分 自身 1 8 歳 にな って しま うの で 子 ども と して は

最後の 年で す。そ こで今 回は ど うしても今 年 しかで きな いよ うな コ

トをや ってみたい と思いま した。

そ してや りたか った こと、伝 えた か った こ とと して浮 かんだの は

「 子 ども」 とい うコ ト。 その ま まで すが ・ 。 そ してそ れ は 「人

間」 とい う言 葉 と同義だ と思い ます 。人間 にも色 々 います 。逆説 的

に言え ば同 じ人間 はこの世 にた だ一人 と してい ません 。子 ども も同

じです。 しか し、今 みな さんが 「子 ども」 とい う言葉 を聞 いた とき

頭に 思 い浮 かべ た イ メー ジ は ど うで した か ？どん な 子 ど もで した

か？それ を矢口りたい ため に、そ して一 緒に考 え るため に今 回のテー

マを出 して みま した 。

いきな りイ メー ジを言 ってほ しい とい っても 、それ は難 しいので

まず は紙 に 「子 ども」 とい うイ メー ジか ら思い 浮か べる イメ ージ 3

つを書 いて も らい ま した。す る とかわ いい・ 無邪気・ やわ らかいな

どのイ メー ジが出 てき ま した 。次 にも う一度頭 の 中に 「子 ども」 を

イメー ジ して も らい、今度 はそ れ を絵 に して も らいま した。 する と

みなさ ん と って も かわ い ら しくて小 さな 子 ども を 描 いて くれ ま し

た。 そ してわ か った コ ト。子 ども とい うとみん な幼稚 園 や小学生 な

どわ りと若い（？）子 どもを思 い浮 かべ るみ た いで す。 しか し、今 回

司会をさせてもらった私も実は子どもなんです。知識では「子ども

は1 8 歳 未満」 と矢口って いて も 、それ が しっか りと頭 に入 って い る

とは限 らないモ ノなんで す。

それ を考 えて も らった ところで 、次 に本題 です 。みん なが イメー

ジする 「子ども」 しか し、そんな年代の子どもたちはいわゆる子ど

も参カロにはあ ま り活動で きな いのが 現状 です 。それ をど うすれ ば改

善でき るの か ？本当 の 「子 ど も」 参加 とはど うすれ ばで きるの か ？

・紙幅がつきま

した。 この 答 えは 皆

さん に考え て ほ しい

と思います。最後に、

今回の イベ ン ト・そ

して私の分科会に来

てくだ さ った数 少な

い方 々 、本 当 にあ り

がとうございま した 。

器芸器芸≡≡蒜 芸芸芸芸芸芸慧芸買電
〈 こ ども

監』器慧慧

董書

「こど もはそ れ を求 めて いるの ？」 とい う一見 わ か りや す くて、

わか りに くい この テーマ です が 、5 月 6 日の 本番 で は、 それ な りに

伝わ ったよ うです。

そ もそ も、 は じめ は同 じ学 校の 友達 と共 に、子 どもの 権利 条約 ？

見た ことはあ るな－。 とい う状態 か らこの イベ ン トに参カロしま した。

けど、話 し合いを進める中で、いろいろな本や資料を見ていると、

何も難 しい ことはな く、当然 の ことだ と感 じま した。 そん な ことを

考え て、 テーマ は何 に しよ うか と考え ると 、常々感 じてい る、お と

なの お節介 ？について 、つ ま り、お となが こども に してい るこ とが

本当 に こどもが 望ん でや っても ら って いる ことな のか ？お となが勝

手に必 要 と考え 、や って しま っている 事は ないだ ろ うか ？とい うこ

とにつ いてや ること に しま した 。

さ て 、あ ま り進 み 方 につい て考 え ない うち に当 日にな りま した 。

この テー マ はあ る程 度 こど もと お となが 半々 の人 数 にな らな いと 、

まずいので、子どもの数が足 りるか心配で したが、問題ありません

でした 。

話 し合 いの ほ うは 、 こども と おとな が お互 い に 「門 限 につい て」

や「進路の問題」など身近な問題から、もっとお節介してほ しかっ

たと い うひ とまで いま した。 お とな の ほ うも 、これ はや って良 い こ

となの か ？と不安 にな って いる こともあ るよ うで 、それ につい ても

いっ しょに話 し合 い ま した。 話 し合 いの ほ うは僕の 下手 な議事 進行

を・参加者 の方が フォロー して くだ さ り、何 とか うま く行 きま した 。

最後 に、企 画 してみ た感想 は、 自分の テー マを通 じて 、お となは

決して 一人歩 き してい るので はな く、 どこま で子 ども に して あげ ら

れるか ？と試 行錯 誤 しなが らや って い るこ とに、 こど もたち もきち

んと 自分 の意 見を 出すべ きだ と感 じま した。 おとな はそ れを求 めて

いるよ うです。

子ど もの権 利 集約 第 62 号・ 20 02年 6 月20 日号

』



l 報

2 0 0 2 年度定期総会報告

本年度の定期総会が5 月 6 日（日）に開催されたので概要 をお知

らせ します。

＜ 2 0 0 1年虔活動報告・決算報告 ＞

昨年度の活動の成果と しては、 1 0 周年イベン トや学習講座を通

じた学 習 と意見交 換、 ウ ェブサイ トの リニ ューアル 、助成 金の 獲得

のほか、巾青少年の参画 M促進アジア会議（2 0 0 1年8 月／フィリピン）、

第2 国子 どもの商業的性的搾取に反対する世界会議（2 0 0 1年 12

月／横浜）への参加などが挙げられました。一方で地域の活動情報

や会員の交流や国に対する積極的な働きかけは十分でな く、会員拡

大も課題となっています。

＜ 規約改正＞

子ども活動支援のために一般会費と学生会責を値上げするととも

に、子ども・学生会員のイベン ト参加費を免除するなど工夫 してい

ます 。

＜ 2 0 0 2 年度活動方針・予算＞

今年度は、①子どもの意見表明・参加の支援、②学習・意見交換、

l 誤

菅源 太 郎 （事務局次長）

③情 報ネ ッ トワー ク、④ 国内外 のN P O ／N G O ・ 国際機 関・ 国・ 自治

体との連携協力、⑤運営充実と経済基盤安定の5 つを柱としていま

す。 とくに、 子 ども活動支 援の 条件 整備 や ホームペ ー ジとニ ュース

レターの連携 な どにと りくみます。

＜ 2 0 0 2 年度役員＞

今年度は大きな変更はな く（一覧参照）、ひきつづき運営委員会

を中心 に活 動 して いきます 。

代表

副代表

事務局長

事務局次長

会計

運営委員

査監

喜多明人

荒牧重人
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事務所移転のお知 らせ

設 立以来 1 0 年 間使用 してきた今の事務所 を7 月に移転する ことにな りま した（下記参照）。新 しい事 務所を置 く 「み なと

N P O ハ ウス」 はN P O 団体の活動拠点 と して海区が提供する施設 です。電話番号な どは次号 でお知 らせ します。

〒10 6 －0 0 3 2 東京都港 区六本木4 －7 － 14 みなとN P O ハ ウス

地域・ 自治体 か ら子 どもの権利 を実現 してい く先進事例
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